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本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
社
会
保
険
労
務
士
制
度
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
鑑
み
、
社
会
保
険
労
務
士
の
使
命
を
明

ら
か
に
す
る
規
定
を
設
け
、
社
会
保
険
労
務
士
の
業
務
に
労
務
監
査
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
記
し
、
社
会
保
険
労
務
士
が
裁
判

所
に
と
も
に
出
頭
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
弁
護
士
の
地
位
を
代
理
人
に
改
め
、
及
び
名
称
の
使
用
制
限
に
係
る
類
似
名
称
の

例
示
と
し
て
社
労
士
等
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
社
会
保
険
労
務
士
法
の
目
的
規
定
を
改
め
、
社
会
保
険
労
務
士
は
、
労
働
及
び
社
会
保
険
に
関
す
る
法
令
の
円
滑
な
実
施

を
通
じ
て
適
切
な
労
務
管
理
の
確
立
及
び
個
人
の
尊
厳
が
保
持
さ
れ
た
適
正
な
労
働
環
境
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
に
よ

り
、
事
業
の
健
全
な
発
達
と
労
働
者
等
の
福
祉
の
向
上
並
び
に
社
会
保
障
の
向
上
及
び
増
進
に
資
し
、
も
っ
て
豊
か
な
国
民

生
活
及
び
活
力
あ
る
経
済
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
。

二
、
社
会
保
険
労
務
士
の
業
務
に
、
事
業
に
お
け
る
労
務
管
理
そ
の
他
の
労
働
に
関
す
る
事
項
及
び
労
働
社
会
保
険
諸
法
令
に

基
づ
く
社
会
保
険
に
関
す
る
事
項
に
係
る
法
令
並
び
に
労
働
協
約
、
就
業
規
則
及
び
労
働
契
約
の
遵
守
の
状
況
を
監
査
す
る

こ
と
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
記
す
る
。



二

三
、
社
会
保
険
労
務
士
が
裁
判
所
に
補
佐
人
と
し
て
出
頭
し
、
陳
述
を
す
る
場
合
に
、
裁
判
所
に
と
も
に
出
頭
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
弁
護
士
の
地
位
に
つ
い
て
、
「
訴
訟
代
理
人
」
を
「
代
理
人
」
に
改
め
る
。

四
、
社
会
保
険
労
務
士
で
な
い
者
が
用
い
て
は
な
ら
な
い
社
会
保
険
労
務
士
に
類
似
す
る
名
称
に
「
社
労
士
」
が
含
ま
れ
る
こ

と
を
明
記
す
る
。

五
、
社
会
保
険
労
務
士
法
人
で
な
い
者
が
用
い
て
は
な
ら
な
い
社
会
保
険
労
務
士
法
人
に
類
似
す
る
名
称
に
「
社
労
士
法
人
」

が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
記
す
る
。

六
、
社
会
保
険
労
務
士
会
又
は
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
で
な
い
団
体
が
用
い
て
は
な
ら
な
い
社
会
保
険
労
務
士
会
又

は
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
に
類
似
す
る
名
称
に
「
社
労
士
会
」
及
び
「
全
国
社
労
士
会
連
合
会
」
が
含
ま
れ
る
こ

と
を
明
記
す
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
四
か
ら
六
ま
で
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日

か
ら
、
三
は
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


